
長岡市公告第６８号 

 

簡易評価型プロポーザル方式による業務委託の実施について（公告） 

簡易評価型プロポーザル方式による業務委託を実施するので、次のとおり公告します。 

 

令和元年８月１日 

 

長 岡 市 長  磯 田  達 伸 

 

１ 実施方法 

  今回実施する簡易評価型プロポーザル方式による業務委託は、シティホールプラザ「ア

オーレ長岡」管理業務委託について参加者に提案を求め、その内容を評価し、最も優れ

た提案をした者と随意契約の締結交渉をするものです。 

 

２ 委託概要 

（１）委 託 名 シティホールプラザ「アオーレ長岡」管理業務 

（２）委託期間 令和２年３月１日から令和７年２月２８日まで 

（３）委託内容 『シティホールプラザ「アオーレ長岡」管理業務仕様書』のとおり 

 

３ 参加形態等 

 参加の形態は、以下に示す２形態のいずれかとします。 

 ・単 独 団 体：１つの企業・団体（組織形態は問いませんが、法人に限ります。） 

 ・共同企業体：複数の法人から構成される団体 

※共同企業体の形態をとる場合には、必ず代表企業・団体や責任割合を明記した書

類（契約書、協定書、覚書等）を提示してください。管理業務委託契約の締結に

当たっては、共同企業体の全ての構成員を契約当事者とし、契約に関する債務は、

共同企業体の構成員に連帯して負担していただきます。 

 提案は、単独団体、共同企業体の形態を問わず、１団体につき１件とします。 

 

４ 参加資格要件 

当該プロポーザルに参加しようとする者は、次の全ての要件に該当する者であること

を要します。 

（１）長岡市内に本社、支社若しくは事業所等を有すること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定（一般競争入

札の参加者の資格）に該当しないこと。 

（３）この公告の日から本業務契約締結の日まで、本市から指名停止の措置を受けていな

いこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続き又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続の開始の申立

てがなされた場合は、更生手続の開始決定又は再生計画の認可決定がなされているこ



と。 

（５）法人税、県税、市税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

（６）次に該当するものが役員となっていないこと。 

ア 破産者 

イ 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者 

ウ 本市において懲戒免職処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力

団員を言う。以下同じ。）を利用していると認められる者 

オ 暴力団員と認められる者 

カ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は

積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者 

キ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者 

（７）暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる団体でないこと。 

（８）法令等の規定により必要とされる許認可等を取得し、かつ、免許等を必要とする人

員が配置できること。 

（９）この公告の日から起算して、過去１０年以内に、『シティホールプラザ「アオーレ長

岡」管理業務委託プロポーザル募集要項』（以下、「募集要項」という。）Ｐ１２「別表

４：管理委託業務」の「区分」１から４のいずれかにおいて、以下に示す全ての管理

実績を有すること。 

ア １棟の建物における延床面積が２万㎡以上 

イ 上記の業務受託期間が、継続して１年以上 

 

５ 共同企業体に係る留意事項 

（１）代表法人等が提案等を行うこととします。なお、代表となる法人等は、当該共同企

業体における責任割合が最大であることを要します。 

（２）構成員の全てが前項「参加資格要件」の（１）から（８）までの資格を要すること

とします。 

※（９）については、構成員のいずれかが条件を満たしていれば良いものとします。 

（３）代表法人等及び構成法人等の変更は、原則として認めません。ただし、審査の公平

性及び業務遂行上の支障がないと判断した場合には、変更を可とする場合があります。 

 

６ 説明会の開催について 

  募集要項等に関する説明会を、次の通り開催します。 

（１）開催日時 令和元年８月２２日（木曜日）午前１０時から 

（２）開催場所 長岡市大手通１丁目４番地１０ アオーレ長岡東棟３階３０１会議室 

（３）申込方法 説明会参加申込書（様式７）を８月２０日（火曜日）午後５時までに電 



        子メールで送付してください。 

（４）申 込 先 長岡市財務部管財課アオーレ管理係 

        電子メール kanzai@city.nagaoka.lg.jp 

 

７ 参加表明書の提出について 

  当該プロポーザルに参加を希望する者は、次のとおり書類を提出してください。 

（１）提出書類 参加表明書（様式第１号）※必要に応じ、様式第２号及び第３号 

（２）提出期限 令和元年８月３０日（金曜日）午後５時まで（必着） 

（３）提出方法 １部を持参又は郵送（配達確認ができるもので、提出期限までに必着 

のこと。） 

（４）提 出 先 〒９４０－８５０１ 

          新潟県長岡市大手通１丁目４番地１０ 

          アオーレ長岡東棟３階 

          長岡市財務部管財課アオーレ管理係 

          電話 ０２５８－３９－７５２２（直通） 

 

８ 質問書の受付及び回答について 

７により参加表明書を提出した者は、次のとおり質問することができます。 

（１）提出書類 質問書（様式第８号） 

（２）提出期限 令和元年８月３０日（金曜日）から９月６日（金曜日） 

午後５時まで（必着） 

（３）提出方法 電子メールのみ。（着信を必ず確認すること。） 

（４）提 出 先 kanzai＠city.nagaoka.lg.jp 

（５）そ の 他 令和元年９月１３日（金曜日）までに、参加表明書を提出した者全員に

電子メールにて回答します。 

 

９ 提案書の提出について 

  当該プロポーザルの提案書は、次のとおり提出してください。 

（１）提出書類 

ア 企画提案書（様式第４号） 

イ 事業計画書（様式第９号） 

ウ 見積書（見積書様式第１～４号） 

エ その他、応募資格に関する書類（様式第５号、第６号ほか任意様式） 

（２）提出期限 令和元年９月１３日（金曜日）から同月３０日（月曜日） 

午後５時まで（必着） 

（３）提出方法 １５部を持参又は郵送（配達確認ができるもので、提出期限までに必着 

のこと）。 

（４）提 出 先 参加表明書の提出先と同じ（長岡市財務部管財課アオーレ管理係）。 

 

10 選考方法 



  参加表明書及び提案書の提出者で、提案書の記述が要件を満たしている者の中から、

提案書やプレゼンテーションの内容及び見積金額について本市職員が評価基準により総

合的に選考し、優先交渉者を決定します。 

 

11 選考結果通知 

（１）選考結果は、参加者全員へ通知します。 

（２）不採用の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して７日以内にその理由の説

明を書面で求めることができます。 

 

12 契約に関する事項 

（１）契約方法 

ア 選定された優先交渉者と本件業務における契約の締結交渉を行います。 

イ アの結果、契約締結の合意に至らなかった場合又は優先交渉者の提案において虚

偽の記載、不正及び違反が認められる場合は、次点の者と契約締結の交渉を行いま

す。 

（２）契約保証金 

   本業務契約における契約保証金は、免除します。 

 

13 留意事項 

（１） 当該プロポーザルに要する経費は、全て参加者の負担とします。 

（２） 提出書類に虚偽の記載があった場合は、その応募は無効とします。 

（３） 提出書類は、返却しません。また、提出書類は、当該プロポーザルを実施する目的  

以外には使用しません。 

（４） 詳細は、『シティホールプラザ「アオーレ長岡」管理業務委託プロポーザル募集要  

項』によります。 

（５） 不明な点については、長岡市財務部管財課アオーレ管理係にお問い合わせください。 

 


